
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【問い合わせ】 

松江市 文化スポーツ部 文化振興課 

【Tel】５５－５５１７【Fax】５５－５６５８ 

【E-mail】bunka-kakari@city.matsue.lg.jp 

松江市 

小泉八雲怪談出版 120周年記念イベント等開催支援補助金 

申請の手引き 
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１ 補助金の目的 

小泉八雲（1850年～1904年）は、本市の人々の古き良き生活文化を「神々の国の首都」

の暮らしぶりとして世界に発信した人物です。 

2024年、小泉八雲がこの世を去り、また著書である「怪談－KWAIDAN－」を出版してから

120年を迎えます。このことを記念して、小泉八雲またはその作品をテーマにした各種イ

ベント開催に対し補助金を交付し支援することで、改めて小泉八雲の功績を称え、市民

の皆さまに小泉八雲に対する愛着と誇りを一層深めていただくことを目的としていま

す。 

 

２ 補助対象となる事業実施期間 

交付決定の日～令和 7年２月２８日（完了すること） 

３ 補助対象者 

松江市に住所を有する個人又は団体とします。 

 

 

 

 

 

４ 補助の対象となる事業及び補助金額 

補助対象事業 
小泉八雲又は小泉八雲の作品等を題材にしたイベント等※ 

※作品展、演劇、講演会、コンサート、アートイベント等 

補 助 金 の 額 

補助対象経費の全額（千円未満切り捨て）から、自己資金及び事業収入、その他の

収入を控除した額と 300千円のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の交付

は 1団体につき 1回限りとする。 

 

■対象とならない者 

○ 営利を主たる目的とする者 

○ 国・県・市からの出捐により設立された者 

○ 政治団体又は宗教団体等 

○ 暴力団、暴力団員等が関与している者 
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５ 補助対象経費 

補助対象経費は、補助対象者が実施する事業費とし、概ね次のようなものを想定してい

ます。 

区分 対象になるもの 対象外のもの等 

報償費 報償費 
各種謝金、謝礼（講師料、出演料）

など 

直接的な宗教行為にあたるもの（玉ぐ

し料・お布施等）、団体の構成員へは不

可※特殊な技能を有する者は可 

旅費 旅費 講師、出演者の旅費など 交通費等に発生する特別料金は不可 

需用費 

消耗品 

事務・衛生用品等の消耗品費、材

料代（事業の性質上必要な場合の

み）、図書購入費など 

直接的な宗教行為にあたるもの（お供

え物等）、食糧費（イベントの弁当や飲

食代）、金券、景品、参加賞は不可 

印刷製本費 
チラシ、ポスター、資料等の印刷・

コピー代 
 

役務費 

通信運搬費 郵券料、送料  

広告料 広報媒体を利用した広告宣伝費  

手数料 
廃棄物処理代、クリーニング代、

対象経費に係る振込手数料など 
 

保険料 イベント保険料  

委託料 委託料 事業実施に係る費用  

使用料及び

賃借料 

借上料 機材等の借上料  

使用料 
会場使用料、駐車場使用料、有料道

路通行料 
団体構成員へは不可 

※領収書等の帳票類が不備である場合、補助対象外とします。 

 

６ 申請手続き 

⑴ 申請期間：令和 6年 5月 14日(火)から 6月 14日(金)まで 

⑵ 提 出 先：文化振興課文化政策係（〒690-8540松江市末次町 86） 

⑶ 提出方法：メール、持参、郵送のいずれか 

⑷ 提出書類：以下の書類を各 1部提出してください。 

ア 補助金等交付申請書 

イ 事業計画書（任意様式でも結構です） 

 ー以下について必ず記入してくださいー 

①事業の目的 ②事業概要 ③事業の実施日程(予定) ④事業の実施場所(予定)

⑤事業の実施体制（構成員が分かる書類の添付でも結構です） 

ウ 収支予算書（任意様式でも結構です） 

   ※提出書類の様式は松江市ホームページからダウンロードできます。 
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７ 補助対象事業の選定 

  次の選定基準に基づき審査を行います。総合点の 60％を基準点とし、これ以上の得点

の事業のうち、得点の高いものから順に予算の範囲内で選定します。 

 【選定基準】 

    審査基準 ポイント 配点 

小泉八雲の功績又は小泉

八雲の作品を顕彰する事

業であるか 

①小泉八雲の功績、魅力が充分に伝わる事業

内容であるか 
30 

②事業の内容が集客力あるいは宣伝力のある

ものであるか 
30 

③事業のターゲットが明確であるか 20 

小計 80 

実現可能な事業であるか 

⑤事業実施が可能な体制であるか 10 

⑥事業実施が困難となる要素がないか 10 

小計 20 

 合計 100 

 【選定方法】 

  提出書類による書類審査に加え、選定会議による審査を行います。 

  

８ スケジュール 

① 募集期間 令和 6年 5月 14日(火)から 6月 14日(金)まで 

② 選定会議       ６月中旬 

③ 交付決定通知     ６月下旬 

④ 申請者による事業実施 交付決定日～令和７年２月２８日 

⑤ 申請者による実績報告 事業完了後２０日以内 

⑥ 補助金額の確定 

⑦ 補助金の支払い 

 

９ 留意事項 

⑴ 決定された事業については、写真や動画等、松江市ホームページや、広報物等で使用

する場合があります。 

⑵ 事業の実施状況や、各種会計書類等の確認や調査を随時行う場合がありますので、関

係書類について、適切に整備、保管してください。 

⑶ 申請に要する経費は、申請者の負担でお願いします。 

⑷ 提出していただいた書類については、返却しません。 

 

 



4 

10 補助金Ｑ＆Ａ 

Ｑ１．今回の市の補助金以外に他の財源があるが申請は可能か？ 

Ａ１．国や県、市の他の補助金や助成金との併給は可能です。ただし、他の財源を先に控除

して補助金額の算定を行います。 

Ｑ２．市の補助金申請窓口はどこか？ 

Ａ２．松江市文化振興課文化政策係です。 

Ｑ３．補助事業の実施期間は？ 

Ａ３．補助事業に係る収入および支出の対象期間は、補助金交付決定日から当該年度２月末

までの間とします。なお、補助事業の支払いについては、実績報告書提出（事業完了

後２０日以内）までに完了するようお願いします。 

Ｑ４．補助金を受け取る口座名義は誰の名義にすべきか？ 

Ａ４．口座名義は組織名義か代表者名義の口座をお願いします。会計担当者の口座であって

も可能ですが、その場合は組織の団体名簿等で会計担当者を確認します。 

Ｑ５．団体の会長の個人口座への振り込みは可能か？ 

Ａ５.補助金の振り込み先について、会長の個人口座とすることも可能です。 

口座振替依頼書にその旨をご指定ください。 

Ｑ６．会計時処理上で特に留意すべきことは何か？ 

Ａ６．補助事業等に関わる予算の執行を適正に行うため、下記のことを心がけ会計の処理を

行ってください。 

○事業の収入・支出に関わる帳簿を作成し、領収書と合わせて管理してください。実

績報告の際に、領収書の写しを提出いただきます。 

〇領収書の宛名は申請者としてください。 

Ｑ７．交付決定を受けたのちに、事業内容の変更や代表者の変更があった場合は、どのよう

にしたらよいか？ 

Ａ７．補助事業の内容や、予算など当初と大幅な変更がある場合、代表者の変更がある場合

などには文化振興課文化政策係までご連絡ください。 

Ｑ８．事業完了後の手続きは？ 

Ａ８．事業完了後は、２０日以内に実績報告書を提出していただきます。実績報告書には、

事業報告書・支出の確認できる書類（領収書の写しなど）を添付していただきます。

なお、補助金の精算により余剰が生じた場合は、市が指定する期日までに返還してい

ただくことになります。 

Ｑ９．既存施設の維持管理費や団体の人件費などの経常的な経費に充当しても良いか？ 

Ａ９．施設の維持管理や事業の運営にかかる経費（人件費、食糧費等）は対象外です。 

Ｑ10．事業のスタート段階では手元に資金がない。補助金の概算交付を受けたいが可能か？ 

Ａ10．可能です。交付決定後、速やかに文化振興課文化政策係へご相談ください。 
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11 申請の流れ 

申請者 市（文化振興課） 

交付申請書 

 

 

 

受理 

 

着手届提出 

事業開始 

 

 

事業完了 

 

 

 

 

 

 

 

受理 

 

補助金請求書 

 

受理 

受理 

 

審査 

 

交付決定通知書 

 

受理 

 

 

 

 

 

 

 

受理 

 

額の確定審査（書類確認等） 

 

補助金の確定通知書 

 

受理 

 

補助金の支払い 

 

①事業開始前に申請書の提出 

②交付決定後、事業着手（着手届提出） 

送付 

送付 

③事業完了後、完了届及び実績報告書を提出 

④確定通知書受理後、請求書を提出 

振込 

完了届 
及び 

実績報告書 

・領収書の写し 提出 

［任意］補助金の概算請求・交付 


